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地方自治体における
廃棄物処理の現況と今後の取り組み
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１．廃棄物処理は市区町村等の責務

明治33（1900）年の汚物掃除法の施行以
降、廃棄物の処理責任は市町村にあるとさ
れた。それ以来、廃棄物の処理は市町村行
政の主要な事務の一つとして位置づけられ
ている。法の施行以前は、民間のごみ処理
業者がお客から受け取る処理料金と回収し
たごみのなかの有価物の売り払い金を収入
として、ごみ処理を営利事業として行って
いた。そのため低所得者層を中心に、ごみ
収集のサービスを受けられる層と受けられ
ない層が存在したという。当時は現在の新
型コロナと同様にコレラやペストなどの感
染症が流行し、感染症予防のため住民の衛
生環境の改善は急務であった。

その後100年余りが経過したが、廃棄物
処理の役割は単に当初の公衆衛生の確保の
みならず、高度経済成長下における大量の
ごみ排出への対応、公害対策・環境対策、
循環型社会づくり、さらには気候変動への
対応など、社会環境の変化とともに多岐に
わたってきている。ことに近年の2050年の
カーボンニュートラル（以下、CNという）
の達成やプラスチック資源循環促進法の施
行等への取り組みは、現在の廃棄物処理を
大きく変える可能性を孕んでいる。

そこで本稿では、地方自治体における現
在の廃棄物処理の概要を述べるとともに、
CNの達成やプラスチック資源循環促進の
への取り組みを視野に入れながら廃棄物処
理の今後を考えてみたい。

２．地方自治体の廃棄物処理の概要

（１）廃棄物処理の主体は市区町村

廃棄物及び清掃に関する法律（以下、廃
掃法という）は、家庭から排出される一般
廃棄物の処理責任を市区町村に課してい
る。さらに廃掃法は、廃棄物の処理にかか
る責務を「国の責務」「都道府県の責務」「住
民の責務」「事業者の責務」と主体ごとに
分けて、それぞれ規定している。

一方、市区町村は、自ら処理することの
みならず、必要に応じてごみの共同処理を
行うため複数の市区町村が「一部事務組合」
や「広域連合」を設立し、広域的な処理を
行うこともある。一部事務組合や広域連合
は、地方自治法に規定する特別地方公共団
体である。

したがって一般廃棄物の処理の主体は、
市区町村のみならず、市区町村、一部事務
組合、広域連合がその任を担っている。表
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１に市区町村、一部事務組合、広域連合の
数を示す。

（注）本稿では地方自治体と表記した場合は市区
町村等に加え都道府県を含むものとする。また年
号は国の表記によった。

なお、一部事務組合のうち、豊中市伊丹
市クリーンランド、大牟田・荒尾清掃施設

組合は、それぞれ兵庫県と大阪府、福岡県
と熊本県の２県にまたがって設置されてい
る一部事務組合である。

（2）ごみの排出処理状況

環境省が年度ごとにまとめているデータ
集、「日本の廃棄物処理」によれば、令和
３（2021）年度における市区町村が処理し
た一般廃棄物の処理状況は表 2のとおり
である。

近年、ごみの総排出量は逓減しており、
令和３（2021）年度ではおおよそ4,000万
トン強となっている。またごみ量は一人当
たりの単位ごみ排出量に将来人口をかけて
算出・推定されるので、今後人口が減少す
ることが予測されている現在、将来のごみ
量はさらに減少することが予想される。

また焼却施設数は1,028カ所、資源化・
破砕施設は1,589カ所であり、ごみ量の減
や広域化への取り組みの効果もあって、こ
れも少しずつ減ってきている。処理施設は
市区町村が設置した施設のほか、事業系一
般廃棄物や市区町村が必要に応じて処理を
委託する民間事業者が設置している施設も
あり、表 3にその内訳を示す。

民間事業者の施設では、産業廃棄物及び
一般廃棄物の処理施設の両方の許可を取
り、産業廃棄物、事業系一般廃棄物、市区
町村等からの委託による家庭系一般廃棄物
の処理をする施設もある。

表 3　廃棄物処理施設数

表 2　ごみの排出処理状況（令和３年度）

表 1　市区町村等の数
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（3）熱利用について

焼却施設における熱の利用は、1960年代
にボイラー・タービン発電設備を設けた連
続式焼却炉の１号機が設置されて以来、発
電や熱供給に積極的に取り組まれている。

国は、地球温暖化対策の一環として、廃
棄物処理施設（焼却施設）の施設整備への
交付金の交付要件に一定以上の熱利用率を
達成していることを求めており、焼却施設
の熱利用を積極的に推進している。表 4に
焼却施設における余熱利用状況を示す。

発電を行う施設は、施設数396カ所、総
発 電 能 力2,149MW、 発 電 効 率 の 平 均
14.22％、総発電電力量10,452GWｈである。
ごみトン当たりの発電量は、最大の施設で
790kWh/ごみトンであり、年々この数字
は向上してきている。発電効率で考えると、
平成12（2000）年度の発電効率は9.945％
であり、令和３（2021）年度の14.22%と比
較し、近年の熱利用の一層の発展が理解で
きる。焼却施設における発電では、タービ
ンの形式を背圧タービンから復水タービン
にしたことや蒸気を高温高圧化するなどの
技術の高度化、さらには電力を供給する仕
組みや売買する制度の改善など、ハード・
ソフト両面の改善が、廃棄物発電の一層の
発展に大きく寄与している。ごみ発熱量の
将来動向も考えなければならないが、欧州
における焼却施設の電気と蒸気を合わせた
熱利用はkWｈ換算で約1,000kWｈ/ごみト
ンである。事業用火力発電における発電効
率なども考え合わすと、廃棄物のエネル
ギー利用はさらに発展の余地があると考え

ている。

（4）ごみ処理の広域化

ごみ処理の広域化については、これまで
に環境省から２回にわたる広域化に向けた
通知が出されている。初回は平成９（1997）
年に発出されており、主に広域化により施
設規模を一定以上にして、燃焼の安定化、
ダイオキシン類の排出抑制など環境対策の
徹底を狙ったものである。２回目は平成31

（2019）年に「持続可能な適正処理に向け
たごみ処理施設の広域化及び処理施設の集
約化」との表題で、都道府県廃棄物行政主
管部局長あてに出されている。いずれの通
知も「できるなら300トン、少なくとも100
トン」の施設規模が実現できるよう、都道
府県に広域化の計画を策定するよう求めた
ものである。

都道府県では、基本的には、それぞれの
県の広域化計画の素案を策定し、管下の市
区町村、一組、広域連合などの関係者に示
し、合意形成を図りながら計画を決定して
いる。また当事者同士である個別の市区町
村間で話し合いを持ち、広域化を進める
ケースもある。環境対策のみならず、地球
温暖化対策・資源循環対策、施設の経済性
確保などのために広域化は必須である。ま
だ100トン以下の施設も少なくないが、こ
れまでの広域化の取り組みは、一定の効果
があったと考えている。

（5）近年のPFI等の導入状況について

PFI等は、平成12（2000）年の「民間資
金等の公共施設の整備等の促進に関する法
律」（PFI法）の制定以来、公共事業の様々
な分野で導入されている事業方式である。
廃棄物処理施設分野の整備・運営において
も、交付金の交付要件に「PFIの導入の検
討」を実施することが規定されるなど、積
極的に導入が進められている。表 5 に
PPP・PFIの令和３（2021）年度までの導

表 4　焼却施設の余熱利用状況
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入状況を示す。

３． 廃棄物処理施設整備
取り巻く社会環境

本節では地方自治体のごみ処理に影響を
与えると思われる近年のいくつかの社会環
境の変化について考えてみたい。

（１）カーボンニュートラルと
　　  プラスチック資源循環

CNの達成は、現在、廃棄物処理の一つ
の大きな目標となっている。国は「プラス
チック資源循環促進法」（以下、プラスチッ
ク新法という）の制定や「廃棄物資源循環
分野における2050年温室効果ガス排出ゼロ
に向けた中長期シナリオ」（以下、中長期
シナリオという）を策定してカーボン
ニュートラルに向けての施策を展開してい
る。シナリオによれば廃棄物分野の温室効
果ガス排出量（GHG）は、2019年度にお
いて3,030万トンであり、廃棄物分野の
GHG排出量の約76%を占めている。そのう
ち廃プラスチックの焼却からが1,465万ト
ン、廃油（産業廃棄物）の焼却からが976
万トンであるという。廃プラスチックから
のGHGが 約48 ％、 廃 油 か ら のGHGが 約
32％を占めている。

市区町村等が廃棄物分野でCNを達成す
るためには、まずプラスチック類の資源循
環が重要である。

地方自治体は、2050年にカーボンゼロを
目指す「カーボンゼロシティ宣言」を行っ
て、当該自治体のCNに向けた総合的な取
り組みの一つとしてプラスチック資源循環
に取り組む自治体が多い。

市区町村によって異なるが、市区町村が
収集する一般廃棄物のなかにはプラスチッ
ク類が15％から20％程度含まれていると言
われている。残りは紙類、厨芥類、木草類、
繊維、皮革、不燃物等である。プラスチッ
ク資源循環が進むとごみ量は減少し、かつ
バイオマスが中心となるため発熱量は低下
する。

（2）人口減少

令和５（2023）年の国土交通省に発表に
よれば、日本の人口は、2020年は12,615万
人（国勢調査・実績値）であり、2046年の
推計値（中位仮定）は10,880万人、同じく
2065年は9,169万人である。

ごみの排出量は、一人当たりの排出原単
位に人口をかけて算出されるから、人口の
減少に伴ってごみの排出量も減少する。ま
た、国が令和５年６月に発表した「廃棄物
処理施設整備計画」によれば、今後５年の
計画期間におけるリサイクル率の目標値
は、現在の実績値20％に対し28％に引き上
げるという。目標のリサイクル率が達成さ
れれば、当然処理すべきごみ量はさらに減
少することになる。

人口減少で注意すべき点は、全国的に一
様に人口が減少するのではなく、地域に
よっては減少幅の少ないところ、また大幅
な減少となる地域が存在することである。
大幅に人口が減少する地域では、高齢化と
相まって、今までと同じ清掃事業を続ける
ことが困難になることも予想される。

表 5　PPP・PFIの導入状況
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（3）民間活用が進んでいること

表 5に示すとおり、廃棄物処理施設（し
尿処理施設を含む）のPPP・PFIの導入施
設は、合計で573カ所に及んでおり、近年
は増加の傾向にある。また、一般廃棄物を
処理する民間処理施設も数多く設置されて
おり、事業として、また廃棄物の適正処理
のために運営されている。市区町村は、施
設のトラブルなどにより保有する施設で処
理しきれない場合などには、民間事業者の
処理施設に依頼し処理することも多い。

今後、プラスチック資源循環やPPP・
PFIを中心に民間活用がさらに進むことが
想定される。民間活用は処理の安定性、市
区町村の行財政改革などの側面で一定の効
果を上げているが、反面、民間活用のいく
つかの課題も見えてきている。例えば、①
事業モニタリングの実施と事業の改善、②
契約及び契約期間の在り方、③市区町村等
のごみ処理のノウハウの継承と人材育成・
人材確保などである。

今後も民間活用は進むであろうことか
ら、事業者と協力して、適正な事業の推進
に努める必要がある。

（4）建設費の高騰

最近の社会環境の大きな変化に建設費の
高騰が挙げられる。廃棄物処理施設の整備
も例外ではなく、施設の整備を担当する市
区町村等の職員は大変苦慮しているとい
う。そのため、整備時期の変更の検討を余
儀なくされる市区町村等も出ていることも
聞くところである。建設費高騰の問題は、
本稿の趣旨や誌面の都合もあって、今回は

「建設費が高騰し、施設整備に影響が出て
いる」ことのみの指摘に止め、機会を改め
て論じてみたい。なお、日本環境衛生セン
ターは、平成６（1994）年６月に識者から
成る「低コスト研究会」を設置し、報告書
を平成５（1993）年８月に環境省に提出し

ている。報告書は、日本環境衛生センター
のホームページに掲載されているので、そ
ちらを参照願いたい。

４．今後の廃棄物処理

これまでに述べた廃棄物処理の現況と課
題を踏まえて、今後の廃棄物処理に求めら
れる当面の主な３つの取り組みについて述
べてみたい。

（1）カーボンニュートラルに向けた
　　 取り組み

2050CNの達成は、言うまでもなく、今
後の廃棄物処理に欠くことのできない目標
である。目標年次が30年近くも先であるこ
ととから、取り組みは計画的かつ継続的に
実施する必要がある。
①プラスチック資源循環の推進

廃棄物処理施設のGHG削減はプラス
チックの資源循環がキーポイントである。
日本容器包装リサイクル協会などの調査に
よれば、令和４（2022）年４月のプラスチッ
ク新法の施行時点で、プラスチックの資源
循環に取り組む市区町村は、容リプラは
67％、製品プラ３%程度と言う。国は、市
区町村の製品プラの資源循環の所要経費に
交付金をつけるなどして、財政面からも製
品プラの資源循環を推進している。プラス
チック新法の規定や国の推進策もあって、
徐々に製品プラの資源循環に取り組む市区
町村が増えてくるものと考えている。なお、

「循環型社会形成推進交付金」はプラスチッ
ク資源循環に取り組むことを交付要件の一
つとしている。
②CCUS等新しい技術の開発・実証、実装

ごみ焼却は、炭素等の酸化反応であるの
でCO₂などの発生は避けられない。そこで、
発生したCO₂を固定化し、利用、貯蔵する
技術（CCUS）や発生した炭素をメタン化
するメタネーションなどの新しい技術の開
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発が進められている。しかし新しい技術は
開発途上であり、例えば、CCUSは回収し
たCO₂の利用方法や貯蔵方法、回収装置の
設置スペース、あるいは経済性など、課題
も少なくない。CCUSのみならずCNに向
けた新しい技術の開発・実証・実装は、国、
都道府県、市区町村、大学、プラントメー
カーなど関係機関の協力・共同が不可欠で
あると考えている。
③熱利用の高度化

中長期シナリオでは、2050年時点でも
1,500万トン程度の廃棄物が焼却処理せざ
るを得ないとしており、今後もごみ発電、
熱供給等の高度化を進めることが必要であ
る。具体的には、シナリオでは、ボイラの
蒸気条件を６ＭPa・450℃、消費電力は
100kWh/ごみトン以下を目指すものとし
ている。現在、計画・建設中の市区町村の
一般廃棄物の焼却施設では、基本設計値で
はあるが、この目標をほぼ達成している。
さらに熱利用の高度化が求められており、
発電だけに止まらず多様な熱利用を図るべ
きだ。

（2）新たな広域化・協力体制の構築

プラスチック資源循環が進む、人口が減
少するなどの社会変化は、ごみが減って現
在の施設の処理能力では過剰となること
や、ごみ質やごみ量にあった処理方法を採
用する必要が出てくることなどが予想され
る。ごみ量の減少は、施設の統廃合を誘起
し、現在の広域化の組みなおしが必要とな
ることも考えられる。また、DBOなど長
期契約による民間活用が増加している現
在、施設の統廃合や新たな広域化は、契約
をめぐって事業者との調整も必要となるだ
ろう。

廃掃法は、「国の責務」「都道府県の責務」
「市町村の責務」「事業者の責務」「国民の
責務」それぞれを規定しているが、人口が
減少し、ごみ量が減っていく環境において

は、従来の廃掃法に定める枠組みだけでは
対応ができなくなることも予想される。新
たな視点に立った広域化の仕組み作り、新
たな地方自治体・事業者・住民との間の役
割分担・協力関係を作り上げる必要がある。

（3）地域の実態に合わせた処理

プラスチック資源循環や人口減少は、ご
み質、ごみ量に大きな影響を与える。プラ
スチック資源循環が進むと、ごみは紙類、
厨芥類などのバイオマス系が中心となるこ
とが予想される。現在ごみ処理は、焼却が
約８割を占めており、日本のごみ処理のほ
とんどを担っている。しかしごみ量・ごみ
質の変化と人口減少問題、プラスチック資
源循環の促進などを考え合わすと、資源化
施設の充実やバイオマス施設などを選択す
る市区町村等が増えることも予想される。
また高齢化が進む過疎地域等におけるごみ
処理は、高齢者に配慮したごみ処理やごみ
処理の効率性、安定性、安全性の確保とと
もに、いかに地域を守っていくかなど観点
からのごみ処理が必要となり、地域循環再
生圏づくりの取り組みも検討すべき課題と
なる。

５．カーボンニュートラルに向けて

地方自治体の廃棄物処理は明治期以来
100年以上にわたって、公衆衛生の確保、
地域環境の保全に努めてきた。また高度経
済成長、公害・環境対策、地球環境問題な
どの社会環境の変化に適切かつ適正に対応
してきた。このことは、ごみ処理の大きな
社会への貢献であり、関係者のたゆまぬ努
力の結果である。

2050カーボンニュートラルの達成は、日
本の世界に対する約束であり、現在から未
来に向かっての、地方自治体の廃棄物処理
の避けることのできない大きなかつ重要な
課題である。
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CNへの取り組みは今後30年近くに渡る、
長期でかつ継続的な取り組みであることは
言うまでもない。

そのために、
⑴カーボンニュートラルに向けた取り組み

①プラスチック資源循環の推進
② CCU等新しい技術の開発・実証・実

装
③熱利用の高度化 

⑵新たな広域化・協力体制の構築
⑶地域の実態に合わせた処理　
などの具体的な取り組みを、今から進める
必要がある。

これからも筆者も、全国の地方自治体の
廃棄物処理に携わる皆さん、自治体の廃棄
物処理に関係する皆さん、住民の皆さんと
協力して、2050カーボンニュートラルの達
成に向けて取り組んでまいりたい。
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廃棄物処理・リサイクル
ＩoＴ導入促進協議会　編

サーキュラーエコノミーを加速する

「情報革命」

サーキュラーエコノミーを加速する
「情報革命」
　近年のＩｏＴ（モノのインターネット）やＡＩ（人工知能）、ビッグデータ、ブロックチェー
ンなどに代表される情報技術の進化と普及は、各業界で業務や生産効率を改善し、
労働力不足の課題にも一定の成果を挙げつつある。廃棄物分野においてもこうした
流れを加速するため、廃棄物処理・リサイクルＩｏＴ導入促進協議会が設立された。
　本書は同協議会の主要メンバーにより２年間にわたって続けられた環境新聞連載
コラムを中心に、各種論文や同協議会が関連各省庁等に向けて毎年行ってきた提
言などをまとめたもの。情報とその活用技術で新たなイノベーションを生み出すため
の、ヒントが得られる内容となっている。


